
はじめに

冷戦が終焉し米ソ二極構造が後景に退くと、ミドル・パワー（中級国）や非政府組織

（NGO）等が活動する余地が大きくなった。1990年代後半には、対人地雷禁止条約や国際刑

事裁判所（ICC: International Criminal Court）設立規程がミドル・パワーとNGOの協働によって

採択された。ミドル・パワーとNGOが主導したこれらの外交交渉過程は、従来のものとは

一線を画すいくつかの特徴を備えており、これを「新外交」と呼ぶものも現われた（1）。本稿

では、ICC設立過程を事例に取り上げ、「新外交」の特徴と課題について検討する。「新外交」

は ICC設立後さしたる成果を上げていなかったが、2007年2月、クラスター爆弾問題をめぐ

って再び「新外交」の特徴を有するプロセスが開始された（2）。なぜ、今再び「新外交」が模

索されるのか。あらためて「新外交」の含意、援用可能性について検討することが本稿の

目的である。

1 ICC規程の採択とNGOの役割

戦争犯罪を裁く国際機関設立を求める声は古くから存在した（3）。実際、第二次世界大戦後

のニュルンベルク国際軍事裁判および極東国際軍事裁判所（東京裁判）においては、ドイツ

と日本の主要戦争犯罪人に判決を言い渡した。しかし、これらはいずれもアドホックな国

際裁判所であった。「常設」国際刑事裁判所を設立しようとする試みも、第一次大戦後から

存在していた。しかし、国内裁判所との関係、対象犯罪の明確化、人的・場所的・時間的

管轄権の普遍化といった問題があり、容易には進展しなかった。常設国際刑事裁判所設立

に向け大きく動き出したのは、1989年、トリニダード・トバゴの要請を受けて国際法委員

会で国際刑事裁判所条約草案の作成作業が開始されてからである。旧ユーゴスラヴィア国

際刑事裁判所、ルワンダ国際刑事裁判所が設置されたことも促進要因となり、その後常設

国際刑事裁判所設立に向けた動きは加速していった。1994年、国際法委員会は国際刑事裁

判所設立のための規程草案を作成し、国際連合総会に提出した。これを受けて、第49回国

連総会では、国際刑事裁判所設立に向けたアドホック委員会開催決定決議を採択した。

当時、多くの国は国際刑事裁判所設立に対して必ずしも積極的とは言えなかった（4）。アド

ホック委員会では、国際刑事裁判所設立準備委員会の設置、および外交会議開催について

コンセンサスに達することができなかったほどである。1995年12月の国連総会では、国際
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刑事裁判所設立のための準備委員会設置を決定したものの、準備委員会に臨む各国政府の

姿勢は積極的なものではなかったという（5）。こうしたなか、国際刑事裁判所設立に向けた関

心喚起に大きな役割を果たしたのが、国際刑事裁判所を求めるNGO連合（CICC: the NGO

Coalition for an International Criminal Court）であった。第1回アドホック委員会開催直前の1995

年2月25日、アムネスティ・インターナショナル（AI: Amnesty International）やヒューマン・

ライツ・ウォッチ（HRW: Human Rights Watch）、世界連邦主義運動などが中心となり、国際刑

事裁判所設立を推進すべくCICCは結成された。CICCは幅広くネットワークへの参加を呼び

かけ、人権問題、平和問題、女性問題に取り組むNGOや宗教団体などさまざまな団体が参

加するようになった。多種多様な団体をまとめることは容易でないが、CICCは傘下団体の

自主性を尊重し、緩やかなネットワークを形成することでNGO間の対立を抑え、ネットワ

ーク形成による効果を発揮しようとした（6）。

幅広い市民社会団体を結集しようとするネットワーク形成のあり方は、対人地雷禁止運

動をめぐるNGOのネットワークである対人地雷禁止運動（ICBL: International Campaign to Ban

Landmines）と同様である。実際、CICCは、そのキャンペーン戦略を練るにあたって、ICBL

からヒントを得ようとした。例えば、ICBLの中心メンバーのひとつであったHRWは、

CICCにおいても運営委員会に参加しており、NGOネットワーク間の学習を促進した（7）。

CICCは ICBLと同様にホームページを開設し、インターネット上での情報発信・交換を盛ん

に行ない、マス・メディアを利用して世論喚起に努め、交渉過程についても逐一ニューズ

レター等で報告した。

1995年12月の国連総会において、ICC規程を交渉するための外交会議の開催決定が見送

られると、CICCは外交会議の早期開催を強く求めていった。1996年8月の準備委員会にお

いても、米英中などが依然外交会議早期開催に消極的な態度を示していた（8）。そこで、

CICCメンバーのNGOはさまざまな世論喚起活動を行ない、同時に各国政府に対し外交会議

の早期開催を求めるロビー活動を行なった（9）。こうした活動もあり、1996年12月、98年に

外交会議を開催することを決定する国連決議が採択された。この頃からCICCは、ICC推進

派の国々と徐々に協力し合うようになっていった（10）。推進派の国々はCICCと連携しつつ、

準備委員会、外交会議においてリーダーシップを発揮し、1998年7月17日、ICC設立規程が

採択された（11）。

ICC設立規程が採択された後も、推進派の国々とCICCは継続して協働しつつ、早期の国

際刑事裁判所設立に向けて努力していた。CICC傘下NGOの数は、ICC規程採択後も増え続

け、2000年には1000を超えるようになっていた。これらCICC傘下のNGOは各国地域にお

いて大々的な批准促進キャンペーンを繰り広げた。その結果、4年足らずのうちに発効に必

要な60ヵ国の批准が集まり、2002年7月1日、ICC規程は発効、翌年3月に ICCがハーグに

設置された。その後も、CICCは未加入の国に対して働きかけたり、締約国に対して必要な

国内法整備を促したりしている。2007年1月時点で、CICCには150ヵ国以上から2000を超

えるNGOが参加し、104ヵ国がICC規程を批准している。
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2 「新外交」の特徴

ICC設立規程採択過程には、対人地雷禁止条約形成過程（オタワ・プロセス）と共通する

いくつかの特徴がある。1点目は、推進派の国々がグループを形成し、拒否国を排除してで

も条約形成を目指す点である。オタワ・プロセスにおいては対人地雷禁止に賛成する国の

みを招いて条約交渉を進めた。ICC設立規程採択過程においても、途中から外交会議議長を

務めたカナダのフィリップ・キルシュ（Philip Kirsch）が、会議最終日に議論の分かれていた

問題に対する文言案をパッケージとして提示し、“take-it-or-leave-it”と各国に受け入れを迫っ

た（12）。「伝統的」条約交渉は幅広い合意形成を目指しつつ進められることが一般的であった。

それに対して、ICC規程採択過程やオタワ・プロセスにおいては、幅広い合意を集めるため

に条約内容の妥協を行なうよりも、むしろ少々参加国が少なくなろうとも推進派の国々が

理想とする条約内容を維持しようとした。多くの条約形成過程においてみられるように、

幅広い合意形成を目指そうとすればするほど、それだけ交渉に時間がかかり、またその内

容も薄められる。それに対し、ICC規程採択過程やオタワ・プロセスでみられたような交渉

スタイルは、推進派の国々が求める内容に沿った形での迅速な条約形成を可能にした。

第2点目として、推進派の国々がNGOと連携して条約交渉を進めていった点が指摘でき

る。推進派の国々は拒否国を排除してでも条約形成を進めようとする一方で、NGOと緊密

に連携して世論に支持を訴えた。そして、各国世論の支持の高まりを背景に各国に条約案

の受け入れを迫った。また、こうした手法は、交渉に明確な期限を設けることでその効果

が最大化された。オタワ・プロセスでは、交渉開始と同時に約1年後に条約調印式を行なう

ことが発表されたし、ICC規程採択過程においてはわずか5週間の外交会議での ICC規程採

択が目指され、パッケージ案に至っては会議最終日に提示された。このような期限がある

と、各国政府は短時間での決断を迫られる。賛同する国が増加し、また条約交渉を支持す

る国内世論が高まれば、それだけ条約案への賛同を迫る圧力は強くなった。

推進派の国々とNGOが連携して交渉を進める点は、条約交渉の民主性、および透明性向

上につながっているという指摘もある。実際、ICBLやCICCのメンバーは政府団の一員とし

て交渉に参加したり、オブザーバーとして会議に参加したりしていた。国家の代表のみが

参加し、閉鎖的な会議場において大国中心で進められることが多い従来の条約交渉とは雰

囲気が大きく異なったことは確かのようである。また、「ローマ外交会議で最大の代表団」

と言われたCICCはすべての作業部会を監視し、会議終了後速やかにそれぞれの会議の内容

や各国の態度をニューズレターおよびホームページ上で公表した。12の作業部会が並行し

て会合を開催していたローマ外交会議では、すべての作業部会に参加できなかった国も少

なくなかった。CICCの活動は交渉の透明性を高め、そうした国々に対して貴重な情報を提

供した。

また、このような交渉方式を経て採択される条約の内容も、従来以上にNGOなどの声を

反映するものとなっている（13）。さらに、その採択過程のみならず、条約発効に向けた活動、

条約発効後の実施過程において推進派の国々とNGOが緊密に協働していることも、「新外交」
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の大きなひとつの特徴である。国境を越える問題が頻発し、国民国家の枠組みでは十分に

対応できない問題が増加しつつあるなかで、国家と非国家主体が協力して秩序の形成・維

持を行なおうとする試みは他分野にも大いに示唆を与えるものであった。対人地雷禁止条

約、および ICC規程が採択されるに及び、この「新しい」条約形成交渉方式の援用可能性に

関する議論が盛んになされるようになった。対人地雷禁止やICCの推進派の国々は、1999年

に「人間の安全保障ネットワーク」を設立し、別の問題でもNGOと連携しつつ国際社会をリ

ードしていくことを模索している（14）。他方、ICBLやCICCにおいて中心的な役割を果たした

NGOメンバーも、対人地雷問題や ICCでの経験を他分野に援用しようと検討を開始した（15）。

冷戦終焉後、新しい国際秩序のあり方は不透明感を極めていた。グローバリゼーション

が深化するなかで、冷戦期には大きな影響力をもちえなかったミドル・パワーと、情報革

命により急激に能力を向上させつつあったNGOが国際社会の表舞台に登場した。ミドル・

パワーとNGOが連携し、冷戦期のような大国間政治とは異なる形で積極的に国際規範を形

成・拡散しようとした（16）。対人地雷禁止条約、および ICC規程の採択にみられるように、こ

うした試みは華々しい成果を生み出した。1992年に設立された ICBLは当初ファクシミリが

通信手段の中心であったが、1995年に設立されたCICCは設立当初よりインターネットを駆

使して情報交換・発信を行なった。その結果、ICC規程をめぐる交渉においては、対人地雷

問題の際以上に専門家とNGO間の情報交換が効率化された。情報革命がさらに進展してい

くなかで、NGOの活動能力はますます向上し、「新外交」方式による国際規範の形成が、従

来の外交交渉にとって代わるかにみえた（17）。

3 「新外交」の課題

「新外交」は、推進派の国々とNGOが規範となる条約案を定め、“take-it-or-leave-it”と各国

に受け入れを迫るものであった。これは、自国政府ではなく、他国政府とNGOが各国に何

らかの政策採択を迫るものとも言え、伝統的な外交交渉よりもかえって非民主的な側面が

ある。各国政府代表が集まり交渉を行なう国際機関は間接的ながらも民主的正統性を有す

ると言える。一方、推進派の国々とNGOが拒否国を排除して進める交渉が、どこまで民主

的正統性を有するかは疑問である。さらに、ICCの場合、非締約国の国民が罪を犯した場合

であっても ICCの管轄に属しうるため、その妥当性を問題視する声もある（18）。

「新外交」は、その交渉スピードの速さもひとつの大きな特徴である。迅速に交渉を進め

ることで、問題に対する時宜を得た対応が可能となる。グローバル化の深化とともに社会

変化の速度がますます速くなるなかで、迅速に結果を生み出す「新外交」という交渉方式

が大きな注目を集めることとなった。しかし、交渉スピードと理想的な内容の条約形成を

重視し、拒否国を排除し理想的な制度を追求したとしても、そのような制度が機能するか

どうかは別問題である。少々内容は妥協してでも幅広い国が参加する制度のほうが、理想

的ではあっても参加国が少ない制度よりも効果的となる可能性も大いにある。

また、拒否国を排除することによって早期交渉妥結に向けた大きなモメンタムが生まれ

る一方で、バランスのとれた冷静な議論が妨げられる恐れがある。こうした特徴はNGOが
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交渉に深く関与することで増幅されがちである。実際、「新外交」方式の交渉においては、

時として感情的な議論に交渉が支配されることがある。対人地雷問題のように、対人地雷

を全面禁止するか否かという議論であれば、その条約内容に対する影響はまだ少ないかも

しれない（19）。一方、ICCのように国際法、刑事法の観点から精緻な議論を行なうことが重要

な問題においては、交渉が感情的な議論に支配される弊害はより大きい。しかし、ICC設立

規程をめぐる交渉においても、少なからずこうした傾向はみられたようである（20）。

NGOが交渉過程に参加することで交渉の透明性が高まったことは確かである。しかし、

NGOに対しては、誰に対して責任を負うのか不明である点、欧米出自のものに偏っている

点等、問題視する声がないわけではない。実際、幅広いNGOが関与した ICC設立規程の交

渉過程においても、北アフリカ、中東、アジアのNGOの積極的な関与はほとんどなかった

という（21）。一方、NGOにとって「新外交」が常に好ましいものであったわけでもない。

NGOは、対人地雷禁止や ICC設立過程において、推進派の国々と目標や価値観の共有を通

じて緊密に協力し合うことで、交渉に多大な影響を与えることに成功した。しかし、いか

に緊密に協力し合うとはいえ、あらゆる問題でNGOの意向が反映されるわけではなく、ま

た最終的な同意・投票は国家が行なうことに変わりない。また、NGOと協働する国家には、

NGOの専門性や動員力を味方につけ交渉での影響力増大を図り、自らの正統性やアカウン

タビリティーを高めようとする狙いもあった。自らの主張を国際交渉に反映させるため、

どこまで国家と協働するのか。NGOも常にジレンマにさらされていたのである（22）。

おわりに―「新外交」の含意と展望

ICC設立後停滞しているとはいえ、「新外交」がグローバル化の進む国際社会における規

範形成に関する新しいアプローチの可能性を提示したことは間違いない。しかし、いくら

戦略的に条約調印国を増やすことに成功したとしても、感情的議論に支配され、期限に急

かされ、あるいは周りの国の動向に押されて調印しているものが少なからず存在しうる点

に留意が必要である。こうした日和見国は、「新外交」によって提示された規範を表面的に

は受容しているが、内面化しているとまでは言えない。規範の求心力が強い限りは問題は

発生しないが、一度規範の求心力が弱まると、「新外交」によって形成された規範秩序は一

気に崩壊する恐れもある（23）。

対人地雷禁止条約の場合、アメリカ、中国、ロシアといった大国をはじめ条約に参加し

ていない国は一定数存在する。しかしながら、これらの国の多くも地雷禁止規範に真っ向

から対抗して、積極的に地雷を使用しているわけではない。米ロ中はいずれも無期限の対

人地雷輸出モラトリアムを宣言しており、ロシアについては、「予見される将来条約に参加

する」意思を表明し、中国についても地雷の究極的撤廃の支持を表明している。アメリカ

についてはブッシュ政権に交代し政策変更があったとはいえ、「あらゆる種類の持続型地雷」

については、朝鮮半島で使用しているものを含めすべて破棄することを発表している（24）。こ

のように対人地雷問題の場合、条約の非締約国にとどまっている大国も規範に行動を一定

程度収斂させつつあり、地雷禁止規範は求心力を保持している。
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一方、国際的に影響力の大きい大国が規範に真っ向から対抗する行動をとる場合には、

規範の正統性が低下することは不可避である。さらに、そうした大国が日和見国に規範か

らの逸脱行動をとるよう求める場合、規範の求心力は大幅に低下する。ICCはまさにこうし

た事例である。アメリカは2000年12月31日に ICC規程に署名したものの、ブッシュ政権に

代わると2002年5月、ICC不支持を表明し、条約への署名取り消しを行なった。さらに、

ICCの訴追からアメリカ国民を守ることを約した二国間協定を、援助停止の脅しをかけつつ

中央アジア、アフリカ諸国と次々に締結した。また、2002年、および2003年には国連安全

保障理事会においても、国連平和維持軍（PKF）の ICCからの訴追免責を認める決議案を提

案し、採択させている（25）。「新外交」は、戦略的に規範支持国を増加させる巧みなメカニズ

ムである。しかし、真に規範への帰依を得ることよりも戦略的に規範支持国を増やすこと

に重点を置くあまり、規範の求心力を弱めようとする動きに対しても脆弱な可能性がある。

果たしてこのような脆弱性を ICCは克服することができるのであろうか。もし克服できな

いのだとしたら、「新外交」は新たに形成される規範に対して真っ向から反対する大国が存

在しない問題において、条約形成速度を速めるという程度の含意しかもちえないであろう。

一方で、今後、推進派の国々とNGO等の活動によって ICCへ各国の行動が収斂していくの

ならば、ICCの正統性はより高まり、「新外交」の援用可能性も大きく開けることとなろう。

規範の求心力を維持・強化するうえで、推進国とNGOが促進している条約普遍化、および

締約国における国内法整備・規範内面化が重要である。そしてそれ以上に、規範の求心力

を弱めようとしているアメリカに対する説得が重要となろう。アメリカが現在の ICCにすぐ

に参加するとは考えにくいが、アメリカが ICCに真っ向から反対しない、すなわちある程度

ICCに行動を収斂させる兆しがみえないわけでもない（26）。アメリカの ICCに対する態度が今

後いかなるものとなるのか。この点は、ICCの帰趨にとってのみならず、「新外交」の援用

可能性、すなわち冷戦後の国際秩序形成のあり方について考えるうえで大きな意味をもつ

と思われる。
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